
２　構想区域毎の状況

（１）村山区域

１　県全体の状況 （病床数） H27① R1 R3.1②
②-①
比較

R7③
③-②
比較

高度急性期 734 688 688 ▲ 46 523 ▲ 165

急性期 3,143 2,689 2,577 ▲ 566 1,687 ▲ 890

回復期 723 891 933 210 1,431 498

慢性期 1,185 1,260 1,260 75 1,232 ▲ 28

計 5,931 5,716 5,696 ▲ 235 4,873 ▲ 823

（２）最上区域

H27① R1 R3.1②
②-①
比較

R7③
③-②
比較

高度急性期 5 5 5 0 43 38

急性期 602 552 497 ▲ 105 210 ▲ 287

回復期 84 144 199 115 236 37

慢性期 147 127 127 ▲ 20 85 ▲ 42

計 891 881 881 ▲ 10 574 ▲ 307

（３）置賜区域

H27① R1 R3.1②
②-①
比較

R7③
③-②
比較

高度急性期 30 30 30 0 159 129

H27① R1 R3.1② ②-①比較 R7③ ③-②比較 急性期 1,113 862 818 ▲ 295 610 ▲ 208

高度急性期 1,153 1,165 1,165 12 933 ▲ 232 回復期 510 621 653 143 573 ▲ 80

急性期 6,158 5,256 4,975 ▲ 1,183 3,121 ▲ 1,854 慢性期 511 505 489 ▲ 22 407 ▲ 82

回復期 1,665 2,193 2,378 713 2,938 560 計 2,179 2,097 2,027 ▲ 152 1,749 ▲ 278

慢性期 2,435 2,349 2,311 ▲ 124 2,275 ▲ 36

計 11,716 11,349 11,223 ▲ 493 9,267 ▲ 1,956 （４）庄内区域

※R3.1については、R3.1.19現在で報告のあったもの及び地域医療構想調整会議で合意済みのもの H27① R1 R3.1②
②-①
比較

R7③
③-②
比較

※R7を除き、合計欄には休床数を含むため、４区分の合計とは一致しない 高度急性期 384 442 442 58 208 ▲ 234

急性期 1,300 1,153 1,083 ▲ 217 614 ▲ 469

回復期 348 537 593 245 698 105

慢性期 592 457 435 ▲ 157 551 116

（令和元年度病床機能報告及び県医療政策課調べ） 計 2,715 2,655 2,619 ▲ 96 2,071 ▲ 548

病床機能報告
必要病床数
（推計値）

病床機能報告 必要病床数（推計値）

病床機能報告
必要病床数
（推計値）

病床機能報告
必要病床数
（推計値）

■　病床機能毎の病床数の推移について

病床機能報告
必要病床数
（推計値）
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【統合支援】統合（廃止病院あり）を伴う病床削減を行う場合の
コストに充当するため、関係病院全体で廃止病床１床あたり病床
稼働率に応じた額を関係病院全体へ交付（配分は関係病院で調整）
※重点支援区域のプロジェクトについては一層手厚く支援
※病床数を関係病院の総病床数の10％以上削減する場合に対象

新たな病床機能の再編支援について
○中長期的な人口減少・高齢化の進行を見据えつつ、今般の新型コロナウイルス感染症への対応により顕在化した地域
医療の課題への対応を含め、地域の実情に応じた質の高い効率的な医療提供体制を構築する必要がある。

〇こうした中、地域医療構想の実現を図る観点から、地域医療構想調整会議等の合意を踏まえて行う自主的な病床削減
や病院の統合による病床廃止に取り組む際の財政支援を実施する。 【補助スキーム：定額補助（国１０／１０）】

○ 令和３年度以降においては、地域医療構想調整会議における議論の進捗等も踏まえつつ、消費税財源による
「医療・介護の充実」とするための法改正を行い、これに基づき病床機能の再編支援を実施する。

稼働病棟より病床を削減した病院等（統合により廃止する場合も
含む）に対し、1床あたり病床稼働率に応じた額を交付
※病床数を稼働病床の10％以上削減する場合に対象。

【利子補給】統合（廃止病院あり）を伴う病床削減を行う場合におい
て、廃止される病院の残債を統合後に残る病院に承継させる場合、
当該引継債務に発生する利子について一定の上限を設けて統合後
病院へ交付
※病床数を関係病院の総病床数の10％以上削減する場合に対象

※承継に伴い当該引継ぎ債務を金融機関等からの融資に借り換えた場合に限る。

病床200床

「病床削減」 に伴う財政支援

病床削減

病床150床

削減病床数等に応じて交付

Ａ病院：200床

Ｂ病院：100床
廃止（廃業）

統合後のＡ総合病院
250床

純減した50床について交付。
配分はＢ病院を含めた関係
病院全体で調整。

引き継いだ債務の利子負担を軽減

令和３年度要求額：事項要求
（令和２年度予算額：８４億円）

金利

元金 元金

利子補給利子補給金の支払

統合後の病院 廃止となる病院

承継

「病院統合」 に伴う財政支援

１
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【イメージ】

１．医療機能の分化・連携に必要な病床削減支援

病床25床

病床75床
（許可病床数
100床×病床稼
働率75％）

一
日
平
均

実
働
病
床
数

（
病
床
稼
働
率
75
％
）

対
象
３
区
分
の
稼
働
病
床
数

病床70床

病床5床

②2,280千円／床
×5床＝

11,400千円

病床稼働率 削減した場合の１床あたり単価

50%未満 1,140千円

50%以上60％未満 1,368千円

60%以上70％未満 1,596千円

70%以上80％未満 1,824千円

80%以上90％未満 2,052千円

90%以上 2,280千円

（H30年度病床機能報告）

① 地域医療構想を実現するため、病床削減の対象病院等について、
病床の機能分化・連携に必要な病床数の削減を行うものであるとい
う、地域医療構想調整会議の議論の内容及び都道府県医療審議会の
意見を踏まえ、都道府県が必要と認めたもの。

② 病床削減病院等における病床削減後の許可病床数が、平成30年
度病床機能報告における稼働病床数の90%以下であること。

③ 同一年度内に病床削減支援給付金の支給を受けていないこと。
④ 同一年度内に病床削減病院等の開設者が、同じ構想区域内で開設
する病院を増床していないこと。

平成30年度病床機能報告において、平成30年7月1
日時点の機能について、高度急性期機能、急性期機能
及び慢性期機能（以下「対象３区分」）のいずれかの
医療機能を選択した病棟の稼働病床数を１床以上報告
し、令和2年4月1日から令和3年3月31日までの間に
対象3区分のいずれかの病床削減を行う病院等（以下
「病床削減病院等」という。）の開設者又は開設者で
あった者。

支給対象 支給要件

支給額の算定方法

① 平成30年度病床機能報告において、対象3区分として報告された病床の稼働病床数の合計から一日平均実働病床数
（対象３区分の許可病床数に対象３区分の病床稼働率を乗じた数）までの間の削減について、対象3区分の病床稼働率に
応じ、削減病床1床あたりの額を支給。

② 一日平均実働病床数以下まで削減する場合は、一日平均実働病床数以下の削減病床については2,280千円／床を交付。
③ 上記①及び②の算定にあたっては、回復期機能への転換病床数及び介護医療院への転換病床数を除く。

地域医療構想の実現のため、病院又は診療所であって療養病床又は一般病床を有するものが、病床数の適正化に必
要な病床数の削減を行う場合、削減病床に応じた給付金を支給する。

削減
病床25床

①1,824千円／床
×25床＝
45,600千円

①（45,600千円）＋②（11,400千円）＝57,000千円の交付

＋α削減部分

※補助金の算定の計算には休床分は含めない

２
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【イメージ】

２．医療機能の分化・連携に必要な医療機関統合支援

① 地域医療構想を達成するために必要な統合であるとして、地域医
療構想調整会議の議論の内容及び都道府県医療審議会の意見を踏ま
え、都道府県が必要と認めたもの。

② 統合関係病院等のうち１以上の病院が廃止（有床診療所化、診療
所化も含む）となること。

③ 2025年度中までに統合が完了する計画であり、全ての統合関係
病院等が計画に合意していること。

④ 統合関係病院等の対象3区分の総病床数の10％以上削減すること。

地域医療構想に基づく病院等の統合計画に参加し、
平成30年度病床機能報告において、平成30年7月1日
時点の機能について、高度急性期機能、急性期機能
及び慢性期機能（以下「対象３区分」）のいずれか
の病床の削減を伴う統合計画に、令和2年4月1日か
ら令和3年3月31日までの間に合意した病院等（以下
「統合関係病院等」）の開設者であること。

支給対象 支給要件

支給額の算定方法

① 統合関係病院等の施設ごとに、平成30年度病床機能報告において、対象3区分として報告された病床の稼働病床数の合計
から一日平均実働病床数（対象３区分の許可病床数に対象３区分の病床稼働率を乗じた数）までの間の削減について、
対象3区分の病床稼働率に応じ、削減病床1床あたり算出された額の合計額を支給。

② 一日平均実働病床数以下まで削減する場合は、一日平均実働病床数以下の削減病床については2,280千円／床を交付。
③ 上記①及び②の算定にあたっては、回復期機能への転換病床数及び介護医療院への転換病床数を除く。
④ 重点支援区域として指定された統合関係病院等については、算定された金額に1.5を乗じて算定された額の合計額を支給。

地域医療構想の実現のため、病院又は診療所であって療養病床又は一般病床を有するものが、病床数、病床機能、
医療提供体制の適正化のために統合する場合、統合計画に参加する病院等に給付金を支給する。

削減病床60床

病床稼働率 削減した場合の１床あたり単価

50%未満 1,140千円

50%以上60％未満 1,368千円

60%以上70％未満 1,596千円

70%以上80％未満 1,824千円

80%以上90％未満 2,052千円

90%以上 2,280千円

Ａ総合病院
140床

（H30年度病床機能報告）

病床65床
（許可病床数100床
×病床稼働率65％）

Ａ病院

病床100床

病床35床
Ｂ病院

対象３区分の
稼働病床数
（病床稼働率
65％）

一
日
平
均

実
働
病
床
数

病床25床
病床35床

①1,596千円／床×35床＝55,860千円Ｂ病院（廃止）
②2,280千円／床×25床＝57,000千円（＋α削減分）

統合分40床

①（55,860千円）＋②（57,000千円）＝112,860千円の交付

重点支援
区域の場合
1.5倍

病床100床

統合分40床

※補助金の算定の計算には休床分は含めない
３
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【イメージ】

３．病院の債務整理に必要な借入資金に対する支援

① 地域医療構想を達成するために必要な統合であるとして、地域
医療構想調整会議の議論の内容及び都道府県医療審議会の意見を
踏まえ、都道府県が必要と認めた統合計画において、統合後に存
続している病院であること（「２．医療機関統合支援」の支給対
象でない場合は支援の対象外）。

② 統合によって廃止となる病院の未返済の債務を返済するために
金融機関から新たに融資を受けていること。

③ 金融機関から取引停止処分を受けていないこと。
④ 国税、社会保険料、労働保険料を滞納していないこと。

地域医療構想に基づく病院等の統合計画に参加し、
統合後に存続している病院であって、統合によって廃
止となる病院の未返済の債務を返済するために金融機
関から新たに融資を受けた病院（以下「承継病院」）
の開設者であること。

支給対象 支給要件

支給額の算定方法

令和2年4月1日から令和3年3月31日までの間に、承継病院が統合によって廃止となる病院の未返済の債務を返済するため
に、金融機関から新たに受けた融資に対する利子の総額。
ただし、融資期間は20年、元本に対する利率は年0.5%を上限として算定。

地域医療構想を実現するために必要な病院の統廃合において、廃止病院の未返済の債務を統合後に存続する病院が
新たに融資を受けて返済する場合、当該融資に係る利子の全部又は一部に相当する額に給付金を支給する。

￥

BANK

借
り
換
え

融資

融資

統廃合 返済期間

返済期間

返
済
額

返
済
額

当該融資に係る利子の
全部又は一部に相当す
る額を給付

＜上限＞
融資期間:20年
利率 :年0.5%

元金返済分

利息返済分

借入残高

BA
N
Ka

A

￥
b

b

⾧期融資に切り替え
単年度の返済額を圧縮

利子の
総額

債務

bの債務を統合後のＡが承継し、かつ新たに借り換えた場合、支給対象 ４
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令和２年度病床機能再編支援補助金にかかる各種給付金の申請医療機関における申請内容

１　医療機能の分化・連携に必要な病床削減支援にかかる給付金（１件）

うち対象
３区分の

合計

うち対象
３区分の

合計

支給対象
病床数
（※）

山形県立河北病院 0 96 60 0 24 180 96 0 60 70 0 130 60 0 36 ▲ 10 0 24 50 26

※急性期から回復期病床への転換分（10床分）は支給対象外

２　医療機能の分化・連携に必要な医療機関統合支援にかかる給付金（１件）

うち対象
３区分の

合計

うち対象
３区分の

合計

支給対象
病床数

米沢市立病院 5 263 54 0 0 322 268 18 245 0 0 263 263 ▲ 13 18 54 0 0 59

三友堂病院 5 108 58 12 2 185 125 0 0 177 22 199 22 5 108 ▲ 119 ▲ 10 2 ▲ 14

三友堂リハビリテーションセンター 0 0 120 0 0 120 0 0 0 0 0 0 0 0 0 120 0 0 120

合計 10 371 232 12 2 627 393 18 245 177 22 462 285 ▲ 8 126 55 ▲ 10 2 165 108

３　病院の債務整理に必要な借入資金に対する支援にかかる給付金（０件）

1

1

＜地域医療構想調整会議等における議論の状況＞
　○令和元年度第２回村山地域医療構想調整会議（R2.3書面開催）
　　・「山形県立河北病院における入院診療体制の見直しについて」
　　　→　合意済み
　○令和２年度第１回村山地域医療構想調整会議（R3.2.24開催）
　　・「山形県立河北病院における許可病床数の整理について」
　　　→　合意済み

＜概要＞
　・急性期病棟について、病床利用率の状況を踏まえ、２病棟96床から1病棟60床に変更する。
　・地域包括ケア病棟については、今後、回復期医療の需要が増加すると見込まれることから、40床から50床に変更する。
　・見直しに当たり、３階病棟（元：急性期病棟）の病室について１床あたりの面積を広げるなどの療養環境改善を行った上で、
　　地域包括ケア病棟を５階から３階へ移動する。（令和２年10月に改修済）
　・上記見直しに合わせ、令和２年度中に許可病床数を整理（減床）する。
　　※　休棟等のうち10床分については、令和２年10月の改修に伴い減床済み

＜概要＞
　・　米沢市立病院は一番古い外来棟・管理棟が築55年、三友堂病院は一番古い第１棟が築49年経過し、共に耐震化等の災害
　　への対応や高度化・多様化する医療への対応が難しくなっており、両病院とも建替えが急務となっていることから、これを機に、
　　同時期に同一敷地において一体的な建物として、令和５年度までにそれぞれ新病院を建設する予定。
　・　新米沢市立病院は、小児を含む救急医療やがん医療、周産期医療など地域に不可欠な医療の強化・充実を図る。また災害
　　時でも医療提供体制を維持できるように、災害拠点病院を目指す。病床機能を高度急性期・急性期とする。
　・　新三友堂病院は回復期医療を充実させつつ、緩和ケア、人工透析、健診・人間ドック等地域に必要とされる医療や訪問看
　　護、在宅医療の充実を図る。病床機能を回復期・慢性期とする。
　・　現在の三友堂リハビリテーションセンターは、新三友堂病院に統合する。
　・　両病院の医療連携のあり方としては、地域医療連携推進法人の枠組みにより 、病床数や医療従事者の交流など様々な連携
　　を行う予定。
　・　なお、当該再編統合案件については、地域医療構想の実現に向け国（厚生労働省）が助言や集中的な支援を行う「重点支援
　　区域」に選定されている（R3.1.22付け）。

＜地域医療構想調整会議等における議論の状況＞
　○平成30年度置賜地域医療構想調整会議（H31.3.6開催）
　　 →　H30.9.10開催の置賜地域病床機能調整ワーキングにおける協議
　　　　事項「米沢市立病院・三友堂病院の医療機能のあり方検討の状況
　　　　について」報告、合意済み
　○令和元年度第１回置賜地域医療構想調整会議（R元.12.9開催）
　　 →　R元.11.14開催の置賜地域病床機能調整ワーキングにおける協議
　　　　事項（当該再編統合案件の検討状況含む）について報告、合意済み
　○令和２年度第１回置賜地域医療構想調整会議（R2.10書面開催）
　　・「重点支援区域の申請について」
　　 →　当該再編統合案件の重点支援区域の申請について合意済み
　○令和２年度第２回置賜地域医療構想調整会議（R3.2書面開催）
　　・「米沢市立病院・三友堂病院・三友堂リハビリテーションセンターの再編
　　　・統合について」
　　 →　合意済み
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山形県立河北病院における許可病床数の整理について 
 

１ 村山地域医療構想の進捗状況（令和元年度病床機能報告） 

 ○ 令和元年度病床機能報告（R1.7.1 時点）の村山地域の急性期の許可病床数は

2,689 床となっており、2025 年必要量（推計）の 1,687 床に対し、1,002 床多い。 

 ○ また回復期の許可病床数は 891床となっており、2025年必要量（推計）の 1,431

床に対し、540床少ない。 
 
  表１ 村山地域の R1.7.1時点の病床機能別許可病床数と 2025年必要量（推計） 

 高度急性期 急性期 回復期 慢性期 休棟等 計 

R1.7.1時点 688床 2,689床 891床 1,260床 188床 5,716床 

2025年必要量(推計) 523床 1,687床 1,431床 1,232床 － 4,873床 

差引 165床 1,002床 ▲540床 28床 188床 843床 

 

２ 河北病院の許可病床数の整理 

 ○ 令和元年度第２回村山地域保健医療協議会（地域医療構想調整会議）資料６にて

協議した、山形県立河北病院における入院診療体制の見直しに合わせ、令和２年度

中に下記のとおり許可病床数を整理（減床）する。 

 ○ この結果、急性期の許可病床数は 60 床減少、回復期の許可病床数が 10 床増加

し、村山地域医療構想における 2025年必要量（推計）に近づくこととなる。 
 
  表２ 河北病院の病床機能別許可病床数・稼働病床数の推移 

 高度急性期 急性期 回復期 慢性期 休棟等 計 

①R1.7.1許可病床数 0床 120床 60床 0床 0床 180床 

②R1.7.1稼働病床数 0床 96床 60床 0床 24床 180床 

③R2.4.1稼働病床数 0床 60床 70床 0床 50床 180床 

④R3.3.31許可病床数 0床 60床 70床 0床 0床 130床 

差引（④－①） 0床 ▲60床 ＋10床 0床 0床 ▲50床 

    ※ 休棟等の病床のうち 10床分については、地域包括ケア病棟の整備にあたり、病室におけ

る１床あたりの面積を広げたことに伴い、令和２年 10月に減床済。 

 

（参考）許可病床数の整理に伴う措置・効果等 

 ○ 厚生労働省「病床機能再編支援補助金」の活用 

  ・ 急性期病床の減床分 36床（表２の④－②）のうち、回復期への転換分 10床を

除いた 26 床分について、上記補助金における給付金メニューのうち「病床削減

支援給付金」の対象となることから、令和２年度中に申請予定 

 

以 上 
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令和２年度第１回村山地域保健医療協議会 資料４－１ 



 

山形県立河北病院における入院診療体制の見直しについて 

１ 目  的 

 〇 現在の病床利用率の状況を踏まえ、経営の効率化を図る。 

 〇 今後需要増が見込まれる回復期医療の充実を図る。 

 ＜病床利用率等の状況＞ 

病 棟 項 目 Ｈ29 Ｈ30 Ｒ元(4～12月) 

急性期病棟 

２病棟 96床 

（Ｈ29 120床） 

入院患者延数 33,655人   28,905人   15,337人 

１日平均患者数 92.2人 79.2人 55.8人 

病床利用率 76.8％ 82.5％ 58.1％ 

地域包括ケア

病棟 

１病棟 40床 

入院患者延数 13,390人   12,290人    8,350人 

１日平均患者数 36.7人 33.7人 30.4人 

病床利用率 91.7％ 84.2％ 75.9％ 

 

２ 内  容 

 〇 急性期病棟について、現在の病床利用率の状況を踏まえ、２病棟 96 床から１病

棟 60床に変更する。 

 〇 地域包括ケア病棟については、今後、回復期医療の需要が増加すると見込まれる

ことから、40床から 50床に変更する。 

 〇 見直しに当たっては、３階病棟の６床室、５床室等の狭隘な病室について１床当

たりの面積を広げるなど療養環境改善を図ったうえで、地域包括ケア病棟を５階か

ら３階に移動する。 

   ※ この他に感染症病床６床あり 

 

３ 実施時期 

  令和２年４月１日 

なお、地域包括ケア病棟は、３階病棟の改修工事終了後に３階に移動予定。 

 

病 棟 変更前 変更後 

３階病棟 急性期病棟    48床 地域包括ケア病棟 50床 

４階病棟 急性期病棟    48床 急性期病棟    60床 

５階病棟 地域包括ケア病棟 40床 ― 

１階病棟 緩和ケア病棟   20床 緩和ケア病棟   20床 

 合  計 156床 130床 

資料６ 
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米沢市立病院、三友堂病院、三友堂リハビリテーションセンターの 

再編・統合について 

 

○【報告】重点支援区域の選定について（資料３－２、３－３） 

前回承認いただいた、標記３病院にかかる重点支援区域の申請について、令和３年

１月２２日付けで厚生労働省から重点支援区域の選定を受けました。 

今後、国による助言や集中的な支援を受けつつ、再編統合を進めることとなります。 

 

○【協議】病院再編統合事業計画について（資料３－４） 

標記３病院にかかる、再編後の病床数を含む最終的な事業計画となります。本計画

に基づき、国庫補助金（病床機能再編支援補助金）や地域医療介護総合確保基金によ

る補助金（山形県病床機能分化連携施設・設備整備費補助金）等を活用しながら、医

療の機能分化及び医療連携の充実を目指す予定としています。 

＜計画の概要＞ 

・ 米沢市立病院は一番古い外来棟・管理棟が築 55年、三友堂病院は一番古い第１棟が

築 49年経過し、両病院とも建替えが急務となっていることから、これを機に、同時期

に同一敷地において一体的な建物として、2023年度までにそれぞれ新病院を建設する

予定です。 

・ 新米沢市立病院は、小児を含む救急医療やがん医療、周産期医療など地域に不可欠

な医療の強化・充実を図ります。また災害時でも医療提供体制を維持できるように災

害拠点病院を目指します。病床機能を高度急性期・急性期とします。 

・ 新三友堂病院は回復期医療を充実させつつ、緩和ケア、人工透析、健診・人間ドッ

ク等地域に必要とされる医療や訪問看護、在宅医療の充実を図ります。病床機能を回

復期・慢性期とします。現在の三友堂リハビリテーションセンターは、新三友堂病院

に統合します。 

・ 両病院の医療連携のあり方としては、地域医療連携推進法人の枠組みにより 、病床

数や医療従事者の交流など様々な連携を行う予定です。 

 ＜再編前＞ 
 高度急性期 急性期 回復期 慢性期 休床等 計 

米沢市立病院 5床 263床 54床 0床 0床 322床 

三友堂病院 5床 108床 58床 12床 2床 185床 

三友堂ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝｾﾝﾀｰ 0床 0床 120床 0床 0床 120床 

３病院合計（①） 10床 371床 232床 12床 2床 627床 

 ＜再編後＞ 

 高度急性期 急性期 回復期 慢性期 休床等 計 

新米沢市立病院 18床 245床 0床 0床 0床 263床 

新三友堂病院 0床 0床 177床 22床 0床 199床 

２病院合計（②） 18床 245床 177床 22床 0床 462床 

差引（②－①） 8床 ▲126床 ▲ 55床 10床 ▲  2床 ▲165床 

 

〇【協議】新たな病床機能の再編支援について（病床機能再編支援補助金）（資料３－５） 

 

〇【協議】地域医療介護総合確保基金による山形県病床機能分化連携施設・設備整備費

補助金について（資料３－６） 

令和２年度第２回置賜地域保健医療協議会 資料３－１ 
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山形県地域医療構想 

置賜構想区域病院再編統合事業計画書 

 

 

対象医療機関：米沢市立病院 

       三友堂病院 

       三友堂リハビリテーションセンター 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

作成日：令和３年１月○○日 

 

  

令和２年度第２回置賜地域保健医療協議会 資料３－４ 
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Ⅰ 統合再編病院等の概要 

米沢市は山形県の最南端に位置し、山形県の母なる川「最上川」の源である吾妻連峰の裾野に広が

る米沢盆地にあり、北は高畠町と川西町に、西は飯豊町に、東と南は福島県に接しています。面積は

548.51㎢と広大であり県内の市町村中４番目の面積で、県全体の 5.8％を占めています。市域の大部

分は山林と原野であり平坦地は２０％程度です。気候は夏が高温多湿で冬の寒さが厳しく降雪量も多

く、市街地でも平年の最高積雪深が約１００cm となるなど米沢市全域が特別豪雪地帯に指定されて

います。なお、米沢市を含めた３市５町で構成される置賜地域は、第７次山形県保健医療計画におい

て設定されている、置賜二次保健医療圏（以下「置賜医療圏」という。）と同じ構成となっています。 

米沢市の人口（令和２年１１月１日現在）は、約８万１千人で世帯数は約３万３千世帯となってい

ます。年齢３区分別人口の推移をみると、総人口の減少に転じた平成７年（1995 年）に、老年人口 

（６５歳以上）が年少人口（１５歳未満）を上回り、以降は人口減少とともに一層の少子高齢化が進

行し、現在は、まさに｢人口減少社会｣の最中にあります。なお、国立社会保障・人口問題研究所がま

とめた推計（平成２５年３月推計）によれば、本市の将来推計人口は、令和２２年（2040年）時点で

６５，２８１人と平成２２年（2010年）に比べ２４，１２０人の減少となり、今後人口減少のスピー

ドは増していくものと見込まれます。（米沢市「米沢市人口ビジョン」平成２８年３月） 

医療提供体制（令和２年４月１日現在）は、医療関係施設類型は、病院６施設、診療所６６施設（う

ち有床５施設）、歯科診療所３６施設、助産所２施設となっています。許可病院の病床数は１，１３５

床で、うち一般８４７床、療養１７４床、精神１１４床となっており、有床診療所の病床数は５６床

（うち療養１６床）となっています。 

救急医療体制の確保に関しては、米沢市平日夜間･休日診療所が月曜日から金曜日までの夜間と日

曜日・休日の昼間について、軽症患者等の一次救急医療を引き受けることにより、増加する二次救急

医療病院の負担軽減を図っています。また、入院や手術を必要とする二次救急医療に対応するため、

市立病院、三友堂病院、舟山病院の３病院による土・日、祝日及び毎夜間の病院群輪番制度を実施し、

米沢市が補助しています。 
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１ 米沢市立病院 

米沢市立病院は、置賜医療圏の基幹病院として、米沢市を中心に急性期医療の他に救急、産科、小

児科など政策的な医療を提供することにより地域医療に貢献してきました。また、救急医療は、通年

で２４時間対応しつつ、１か月約１７日の輪番日を担っています。現在使用している建物は、外来棟・

管理棟は建築後５５年、中央診療棟・病棟は３６年それぞれ経過しており、老朽化や耐震化への対応

のため新病院建設計画を進めているところです。 

医療機関名称 米沢市立病院 

開設主体 米沢市 

所在地 山形県米沢市相生町６番３６号 

構想区域 置賜構想区域 

許可病床数 
総許可病床数３２２床 

高度急性期５床、急性期２６３床、回復期５４床、慢性期０床、休床０床 

稼働病床数 
総稼働病床数３２２床 

高度急性期５床、急性期２６３床、回復期５４床、慢性期０床、休床０床 

1日あたり患者数 

（稼働率） 

入院患者数 ２３５．６人/日（７３．２％） 

外来患者数 ５７２．５人/日     

標榜診療科 

内科、循環器内科、消化器内科、内視鏡内科、糖尿病・内分泌内科、血液内科、

呼吸器内科、神経内科、腎臓内科、緩和ケア内科、小児科、小児アレルギー科、

アレルギー科、精神科、皮膚科、放射線科､外科、消化器外科、内視鏡外科、乳腺

外科、呼吸器外科、心臓血管外科、整形外科、形成外科、脳神経外科、泌尿器科､

泌尿器科（人工透析）、女性泌尿器科、産婦人科、眼科､耳鼻咽喉科､麻酔科､リハ

ビリテーション科､救急科、病理診断科、歯科、歯科口腔外科 

職員数 ５９８人 

（ 医  師 ） ４９人 

（看護職員） ２９８人 

（技能職） ８６人 

（事務職員） ９２人 

（その他） ７４人 

※ 令和２年１月１日現在（稼働病床数は令和２年度病床機能報告より、１日あたり患者数は令和元年

度実績より） 
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２ 三友堂病院 

三友堂病院は、１８８６年の創設以来、置賜二次医療圏の地域密着型病院として米沢市を中心に急

性期、回復期、緩和ケア等の幅広い医療の提供を行ってまいりました。現在の病院建物は、古くは築

５０年から築２０年に及ぶ５度に渡るスクラップ・アンド・ビルドによる建物となっています。この

度、米沢市立病院との診療科の統合再編を行うにあたり、新たな病院の建設計画を進めています。 

医療機関名称 三友堂病院 

開設主体 一般財団法人三友堂病院 

所在地 山形県米沢市中央６丁目１番２１９号 

構想区域 置賜構想区域 

許可病床数 
総許可病床数１８５床 

高度急性期５床、急性期１０８床、回復期５８床、慢性期１２床、休床２床 

稼働病床数 
総稼働病床数１７９床 

高度急性期５床、急性期１０８床、回復期５４床、慢性期１２床、休床６床 

1日あたり患者数 

（稼働率） 

入院患者数 １３９．６人/日（７８％） 

外来患者数 ４１５．９人/日     

標榜診療科 

内科、神経内科、アレルギー疾患内科、呼吸器内科、消化器内科、心臓・循環器

内科、外科、整形外科、脳神経外科、呼吸器外科、心臓血管外科、皮膚科、泌尿

器科､婦人科、眼科、放射線科、リハビリテーション科､麻酔科、心療内科、精神

科、緩和ケア内科、緩和ケア外科、腫瘍内科、救急科 

職員数 ３６２人 

（医師） ２１人  

（看護職員） １６０人 

（技能職） １０４人 

（事務職員） ５１人 

（その他） ２６人 

※ 令和２年１月１日現在（稼働病床数は令和２年度病床機能報告より、１日あたり患者数は令和元年

度実績より） 
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３ 三友堂リハビリテーションセンター 

三友堂リハビリテーションセンターは、当地域の唯一のリハビリテーション専門病院として平成９

年に開設しました。置賜二次医療圏は元より県内外から多数の患者さんを紹介頂き、社会復帰及び在

宅復帰を目指して医療の提供をおこなってきました。この度の統合再編計画を機に当病院を廃止し、

新たな三友堂病院の枠組みに入り、更に良質かつ効率的なリハビリテーション医療の提供を行います。 

医療機関名称 三友堂病院 

開設主体 米沢市 

所在地 山形県米沢市成島町３丁目２番９０号 

構想区域 置賜構想区域 

許可病床数 
総許可病床数１２０床 

高度急性期０床、急性期０床、回復期１２０床、慢性期０床、休床０床 

稼働病床数 
総稼働病床数１２０床 

高度急性期０床、急性期０床、回復期１２０床、慢性期０床、休床０床 

1日あたり患者数 

（稼働率） 

入院患者数 ８２．３人/日（６８．６％） 

外来患者数 ６．９人/日     

標榜診療科 内科、神経内科、リハビリテーション科 

職員数 １７１人 

（医師） ４人  

（看護職員）  ４４人 

（技能職） １１１人 

（事務職員）  ４人 

（その他）  ８人 

※ 令和２年１月１日現在（稼働病床数は令和２年度病床機能報告より、１日あたり患者数は令和元年

度実績より） 
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Ⅱ 構想区域における現状と課題 

【置賜構想区域】 

米沢市、東置賜・西置賜地域それぞれに建替時期の迫っている病院が多く、それぞれの地域におい

て、基幹病院等を中心に急性期機能の病床を集約し、基幹病院以外の二次医療機関を中心に回復期機

能の病床を確保してくことが必要です。 

非稼働病床や病床利用率の低い病棟を有する急性期機能を担う病院においては、地域に必要な診療

機能に重点化を図るとともに、病床規模の適正化が必要です。 

訪問看護事業所の多くが小規模であることから、夜間・小児・精神疾患などへのサービス拡充に向

け、病院及び訪問看護事業所間の連携強化が必要です。 

【米沢市】 

  米沢市の二次救急医療は、米沢市立病院と三友堂病院が輪番日の９割以上を担っています。 

米沢市立病院では、新病院建設計画を進めていましたが、精神科休止を一因として医師不足が顕在

化し、米沢市立病院の救急医療体制に支障を来たす状況になりました。一方で三友堂病院においても、

新病院建設計画を進めていましたが、同様に医師不足による救急医療への過度な負担が問題となって

おり、米沢市立病院と三友堂病院を含めた米沢市の救急医療体制の維持が相当厳しい状況になってき

ため、本事業計画を策定するにいたりました。 
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Ⅲ 統合計画の概要 

 

・ 米沢市立病院は一番古い外来棟・管理棟が築 55年、三友堂病院は一番古い第１棟が築 49年経過し、

共に耐震化等の災害への対応や高度化・多様化する医療への対応が難しくなっており、両病院とも建

替えが急務となっていることから、これを機に、同時期に同一敷地において一体的な建物として、2023

年度までにそれぞれ新病院を建設する予定です。 

・ 新米沢市立病院は、小児を含む救急医療やがん医療、周産期医療など地域に不可欠な医療の強化・

充実を図ります。また災害時でも医療提供体制を維持できるように災害拠点病院を目指します。病床

機能を高度急性期・急性期とします。 

・ 新三友堂病院は回復期医療を充実させつつ、緩和ケア、人工透析、健診・人間ドック等地域に必要

とされる医療や訪問看護、在宅医療の充実を図ります。病床機能を回復期・慢性期とします。現在の

三友堂リハビリテーションセンターは、新三友堂病院に統合します。 

・ 両病院の医療連携のあり方としては、地域医療連携推進法人の枠組みにより 、病床数や医療従事者

の交流など様々な連携を行う予定です。 

 

 機能 稼働病床数   機能 許可病床数 

米
沢
市
立
病
院 

高度急性期 ５床  

米
沢
市
立
病
院 

高度急性期 １８床 

急性期 ２６３床  急性期 ２４５床 

回復期 ５４床  回復期 床 

慢性期 床  慢性期 床 

休床 床  休床  

病床数合計 ３２２床  病床数合計 ２６３床 

       

 機能 稼働病床数   機能 許可病床数 

三
友
堂
病
院 

高度急性期 ５床  

三
友
堂
病
院 

高度急性期 床 

急性期 １０８床  急性期 床 

回復期 ５８床  回復期 １７７床 

慢性期 １２床  慢性期 ２２床 

休床 ２床  休床  

病床数合計 １８５床  病床数合計 １９９床 

       

 機能 稼働病床数     

三
友
堂
リ
ハ
ビ
リ
テ
ー

シ
ョ
ン
セ
ン
タ
ー 

高度急性期 床     

急性期 床     

回復期 １２０床     

慢性期 床     

休床 床     

病床数合計 １２０床     

回
復
期
機
能
の
機
能
集
約
と
増
床 

急
性
期
機
能
の
機
能
集
約
・
効
率
化 

慢
性
期
（
緩
和
ケ
ア
）
の
増
床 
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Ⅳ 具体的計画について 

１ 統合後の診療体制 

統合後の診療機能については、これまで米沢市立病院と三友堂病院が担っていたものは、基本的に

何れかの病院が引き継ぎます。なお、具体的な診療機能については、次のとおりとします。 

 

入院診療機能については、下表のとおり三友堂病院の機能を明確にした上で、米沢市立病院はそれ

以外の機能を担います。 

診療科 米沢市立病院（急性期） 三友堂病院（回復期） 

循環器内科 狭心症、心筋梗塞、弁膜症、心筋症、心不全、不

整脈などの心臓系疾患に係る手術、処置、検査な

ど救急を含めた医療 急性期治療終了後の転院患者※（ポ

スト・アキュート）への在宅復帰支

援や、在宅・介護保険施設等からの

急変時の患者（サブ・アキュート）

に対する軽中等症の急性症状への

対応、また介護家族を支援するた

めの短期入院（レスパイト）の受け

入れなどを中心とした医療 

 

 

※急性期治療終了後の脳卒中、大

腿骨頸部骨折などの地域連携パス

対象患者で、回復期リハビリテー

ション対象外の患者を含む。 

消化器内科 食道、胃、小腸、大腸、肝臓、膵臓、胆嚢、腹膜

疾患など消化器系疾患に係る手術、処置、検査な

ど救急を含めた医療 

内科 各種造血器悪性腫瘍、骨髄増殖症候群、骨髄異形

成症候群など血液系疾患に係る手術、処置、検査

など救急を含めた医療 

呼吸器内科 肺がん、肺炎、間質性肺炎など呼吸器系疾患に係

る手術、処置、検査など救急を含めた医療 

神経内科 脳卒中、認知症、頭痛、てんかん、脳炎・髄膜炎、

末梢神経障害など神経系疾患に係る手術、処置、

検査など救急を含めた医療 

糖尿病・内分

泌内科 

糖尿病を含めた代謝・内分泌系疾患に係る手術、

処置、検査など救急を含めた医療 

整形外科 脊柱、四肢の骨、関節、筋肉系等疾患に係る手術、

処置、検査など救急を含めた医療 

リハビリテー

ション科 

急な病気やケガの治療直後若しくは治療と並行

して行われるリハビリテーション 

（急性期リハビリテーション） 

病状が安定し、急な病変などが考

えにくい段階まで回復した患者へ

のリハビリテーション 

（回復期リハビリテーション対象

患者を除く。） 

緩和ケア内科 主に外来機能 

（がん等で急性期医療を行うときに並行して緩

和ケアが必要な患者に対応するための診療） 

がん等の生命を脅かす病気に対し

て、様々な苦痛を和らげ本人らし

く生きるための治療やケアを行う

医療 

 

外来診療機能については、三友堂病院は、かかりつけ医機能を中心とした退院患者、在宅の後方支

援、人工透析（慢性期）、緩和ケア、人間ドック・健診、訪問診療等を要とする医療を担います。米沢

市立病院は、救急や手術など基本的には三友堂病院が担う以外の医療を担います。 
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病院名称（仮） 米沢市立病院 三友堂病院 

構想区域 置賜構想区域 置賜構想区域 

許可病床数 ２６３床 １９９床 

病床数 

高度急性期        １８床 

急性期           ２４５床 

回復期             ０床 

慢性期             ０床 

高度急性期         ０床 

急性期             ０床 

回復期           １７７床 

慢性期            ２２床 

標榜診療科 

内科、循環器内科、消化器内科、内視

鏡内科、糖尿病・内分泌内科、血液内

科、呼吸器内科、神経内科、腎臓内

科、緩和ケア内科、小児科、小児アレ

ルギー科、アレルギー科、精神科、皮

膚科、放射線科、外科、消化器外科、

内視鏡外科、乳腺外科、呼吸器外科、

心臓血管外科、整形外科、形成外科、

脳神経外科、泌尿器科、泌尿器科(人工

透析)、女性泌尿器科、産婦人科、眼

科、耳鼻咽喉科、麻酔科、リハビリテ

ーション科、救急科、病理診断科、歯

科、歯科口腔外科 

内科、神経内科、呼吸器内科、消化器

内科、循環器内科、腎臓内科、緩和ケ

ア内科、心療内科、リハビリテーショ

ン科、外科、整形外科、脳神経外科、

泌尿器科、総合診療科 

２ 統合後の新病院建設地 

米沢市立病院と三友堂病院では、現在の米沢市立病院敷地に一体的な建物として建設します。 
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３ 廃止病院における既存債務の処理方法 

三友堂リハビリテーションセンター（廃止病院）の既存債務はゼロの見込です。 

 

４ 統合完了予定時期 

  米沢市立病院と三友堂病院それぞれの新病院の同時開院予定時期である、令和５年１１月頃を統合

完了予定時期とします。 

統合完了予定時期（開院予定時期） 令和５年１１月頃 
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山形県地域医療構想 

置賜構想区域病院再編統合事業計画合意書 

 

本事業計画について、令和３年○○月○○日に開催した地域医療調整会議及び

令和３年○○月○○日に開催した医療審議会にて諮り、統合関連病院等間で合意

したことをここに記す。 

令和３年○○月○○日 

 

 代表病院名   ：米沢市立病院           

代表者氏名   ：病院長 大 串 雅 俊  印     

 

 

 統合関係病院名 ：三友堂病院            

代表者氏名   ：病院長 仁 科 盛 之  印     

 

 

 統合関係病院名 ：三友堂リハビリテーションセンター 

代表者氏名   ：病院長 穂 坂 雅 之  印     

 

 

 

※留意事項 

(1) 本記載事項については、法的拘束力を有さないものとする。 

(2) 医療機関統合支援給付金を受給した事業にあたっては、2025年度までに事業が実行されない場

合については返還対象とする。 


